
月 日 曜 午前の部（9:00 ～ 11:30） 午後の部（13:30 ～ 16:00）
対象地区（自治会ごと） 会場 対象地区（自治会ごと） 会場

2

４ 火 上野下、下野下、上牛鼻 野下地区コミュニティセンター 菖蒲ケ段、草木段、下牛鼻、
大平、上藤本 藤本地区コミュニティセンター

５ 水 倉野上、木下、笹嶺 倉野地区コミュニティセンター 村子田、笹ケ迫、岩下

樋脇公民館
6 木 田間田、下村、庄内、城内、旭、本町、

三島、天神、駅前、水流、田代、向田代
樋脇公民館

上杉馬場、杉馬場、子田形、八幡、
岩元、本庵、祢地山、
祢礼北、小野原

7 金
大原、狩集、前床、
西之原、中島、上之原、
樋掛、諏訪越団地

鍋原、牟礼、下牟礼、平田、永田、
上金貝、丸山、金貝、下金貝、木場、
沢牟田、田代ニュータウン

10 月
竹山、矢筈野、向湯、
向湯団地、向湯住宅、小野、
小野天神、市比野60 樋脇保健センター

新開、宇都、城之下、
宮元、武田、笹原、城後、
和田、大和、サンビレッジ 樋脇保健センター

12 水
市比野上手、阿母、
山中、松山団地、指月苑、
指月ハイツ、椿団地

上之湯、中之湯、下之湯、
湯之元、第一下之湯

3
12 水 樋脇地域全域

（上記の期間中に申告できなかった方）
樋脇公民館

樋脇地域全域
(上記の期間中に申告できなかった方)

樋脇公民館
13 木 東部区域

（上記の期間中に申告できなかった方）
東部区域
(上記の期間中に申告できなかった方)14 金

●令和７年度　申告受付日程表（東部区域）
【樋脇地域】

月 日 曜 午前の部（9:00 ～ 11:30） 午後の部（13:30 ～ 16:00）
対象地区（自治会ごと） 会場 対象地区（自治会ごと） 会場

2

17 月 元村上、元村下、向山 入来支所 麓上、麓下、坂出、岩下、神岡、水戸、
八重、赤仁田 入来支所

20 木 牟多田、日ノ丸、中須、池頭、
久木宇都、芝町、松山 清色地区コミュニティセンター 上原、迫山、諏訪、愛宕、太陽、まち、

小路 清色地区コミュニティセンター

21 金 中牧、中山、山下、大馬越、鹿子田、
小豆迫、長野上、長野下、内之尾、山之口 大馬越地区コミュニティセンター － －

26 水 寺床、本町、立山、駅前、
権現柴垣、大内田、新町、辻原

入来文化ホール別館

本通り、湯之木場、若松町、桂迫、平石、
旭ヶ丘、向日葵ヶ岡、中通り 入来文化ホール別館

27 木 山口、下手、中組
平木場、あさひ、舟越、舟越住宅、
市野々、原、日之出、松下田、龍ヶ野、
堂園、村尾、天貴美、蒲生原

朝陽地区コミュニティセンター

3
11 火 － － 入来地域全域

(上記の期間中に申告できなかった方)
樋脇公民館

13 木 東部区域
（上記の期間中に申告できなかった方） 樋脇公民館 東部区域

(上記の期間中に申告できなかった方)14 金

【入来地域】

月 日 曜 午前の部（9:00 ～ 11:30） 午後の部（13:30 ～ 16:00）
対象地区（自治会ごと） 会場 対象地区（自治会ごと） 会場

2

13 木 小路、平上水流、舟倉
東郷支所

城内、谷ノ口、荒川内東、荒川内西、石堂
東郷支所

14 金 古城滑石、五社上 五社下、浦田、司野

18 火 里、向江原、山ノ口、笹野、
南瀬下、南瀬中、大塚 南瀬地区コミュニティセンター 山田上、山田中、山田下、古里 山田地区コミュニティセンター

19 水 堀、大久保、中津俣、榎段、
原、上園、小鷹、本俣 藤川地区コミュニティセンター 鳥丸東、鳥丸西、鳥丸上、

鳥丸中、宍野上、宍野下 鳥丸地区コミュニティセンター

3
11 火 東郷地域全域

（上記の期間中に申告できなかった方）
樋脇公民館

－ －

13 木 東部区域
（上記の期間中に申告できなかった方）

東部区域
(上記の期間中に申告できなかった方) 樋脇公民館

14 金

【東郷地域】

月 日 曜 午前の部（9:00 ～ 11:30） 午後の部（13:30 ～ 16:00）
対象地区（自治会ごと） 会場 対象地区（自治会ごと） 会場

2 28 金 上方限、中福良、中武 上手地区コミュニティセンター 上手中央、滝聞 上手地区コミュニティセンター

3

3 月 下手中、菊地田 轟地区コミュニティセンター － －
4 火 川東、城北、馬頃尾 祁答院公民館 大村町、川西 祁答院公民館
5 水 矢立、浦、中、宮脇 黒木地区コミュニティセンター 本町、宇都、小牧、南 黒木地区コミュニティセンター
6 木 麓西、麓東、大坪 藺牟田地区コミュニティセンター 中原、原、砂石、湯之元 藺牟田地区コミュニティセンター

11 火 － － 祁答院地域全域
(上記の期間中に申告できなかった方)

樋脇公民館
13 木 東部区域

（上記の期間中に申告できなかった方） 樋脇公民館 東部区域
(上記の期間中に申告できなかった方)14 金

【祁答院地域】

※自治会の統廃合などで、自治会が不明となった際は、最寄りの申告会場へお越しください。
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　今
回
は
、
株
式
会
社
久
永
を

「
深
ボ
リ
！
」。
川
内
オ
フ
ィ
ス
所

長
の
荒あ

ら

木き

孝た
か

洋ひ
ろ

さ
ん
に
お
話
を
伺

い
ま
し
た
。

事
業
の
概
要

　
当
社
は
、
大
正
８（
１
９
１
９
）

年
に
創
業
し
、
現
在
は
測
量
機
器

や
Ｏ
Ａ
機
器
の
他
、
建
設
現
場
で

の｢

測
量
・
設
計
・
施
工｣

を
は
じ

め
と
し
た
工
程
に
※

Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
導

入
す
る
支
援
や
、
オ
フ
ィ
ス
環

境
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
に
よ
る
企
業（
お
客

様
）の
生
産
性
向
上
を
サ
ポ
ー
ト

す
る
事
業
を
手
掛
け
て
い
ま
す
。

　
川
内
オ
フ
ィ
ス
横
に
は
、
建
設
Ｉ

Ｃ
Ｔ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
を

設
置
し
て
お
り
、
ド
ロ
ー
ン
に
レ
ー

ザ
ー
を
搭
載
し
た
地
表
を
測
量
す

る
最
新
鋭
の
機
材
の
使
い
方
な
ど

▲久永代表取締役社長（後列中央）
　荒木川内オフィス所長（前列中央）と従業員の皆さん

を
学
習
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※�

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
情
報
処
理
に

よ
り
作
業
を
省
力
化
し
、
高
精
度

化
す
る
情
報
通
信
技
術
の
こ
と

持
続
可
能
な
社
会
を
目
指
し
て

　
当
社
は
、
令
和
６
年
３
月
に
川

内
オ
フ
ィ
ス
を
新
築
し
ま
し
た
。

省
エ
ネ
設
備
を
整
え
て
お
り
、
会

社
で
使
用
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
太

陽
光
発
電
で
全
て
賄
う
こ
と
で
、

消
費
す
る
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
収

支
を
ゼ
ロ
に
す
る
こ
と
を
目
指
し

た
建
物｢

Ｚゼ

ブ
Ｅ
Ｂ（
ゼ
ロ
エ
ネ
ル

ギ
ー
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
）｣

を
実
現
し

て
い
ま
す
。

　
そ
の
他
に
も
、
お
客
様
に
対
し

て
、
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
の
活
用
に

よ
る
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
や
、
リ
サ

イ
ク
ル
商
品
を
提
案
す
る
な
ど
、

環
境
に
配
慮
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
し
て
い
ま
す
。

新
し
い
働
き
方

　
オ
フ
ィ
ス
新
築
に
際
し
て
、
自

分
が
す
る
仕
事
に
合
わ
せ
て
作
業

場
所
を
自
由
に
選
ぶ
こ
と
が
で
き

る
フ
リ
ー
ア
ド
レ
ス
化
の
導
入
を

始
め
ま
し
た
。

　
書
類
を
社
内
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上

で
管
理
す
る
こ
と
で
、
営
業
先
で
書

類
を
す
ぐ
に
確
認
で
き
る
な
ど
の

業
務
の
効
率
化
を
図
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
出
勤
し
て
ど
こ
に
座
ろ
う

か
な
と
い
う
楽
し
み
が
で
き
る
な

ど
、
快
適
に
仕
事
が
で
き
る
環
境

を
当
社
で
作
り
上
げ
て
い
ま
す
。

今
後
の
抱
負

　
建
設
業
界
で
は
、｢

き
つ
い
・
汚

い
・
危
険｣

の｢

３
Ｋ｣

の
イ
メ
ー

ジ
を
払
拭
し
た
い
と
の
声
が
あ
り
、

特
に
建
設
現
場
や
職
場
環
境
の
改

善
へ
の
要
求
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
当
社
の
提
案
に
よ
り
業
務
の

改
善
が
進
み
、｢

給
料
が
良
い
・
休

暇
が
取
れ
る
・
希
望
が
持
て
る｣

の｢

新
た
な
３
Ｋ｣

が
実
現
で
き
る

よ
う
、
今
後
も
お
客
様
に
寄
り

添
い
な
が
ら
、
事
業
価
値
向
上

の
お
手
伝
い
を
し
て
い
き
ま
す
。

第
73
回

代 表 者：川内オフィス所長　荒木孝洋
所 在 地：田崎町 1036番地３
従業員数：５人
連 絡 先：（23）3033

株
式
会
社
久ひ

さ
な
が永  

川
内
オ
フ
ィ
ス

入社２年目
堤
つつみ
　昂
こう
大
だい
さん

　
私
は
、
購
入
さ
れ
た
商
品
の
サ

ポ
ー
ト
や
、
困
り
事
の
解
決
方
法
の

提
案
を
す
る
業
務
を
し
て
い
ま
す
。

　
入
社
し
て
間
も
な
い
頃
は
、
商

品
や
建
設
業
に
関
す
る
知
識
が
足

り
ず
苦
労
し
ま
し
た
が
、
会
社
の

教
育
制
度
が
し
っ
か
り
し
て
い
る

の
で
、
今
で
は
提
案
し
た
も
の
を

導
入
し
て
良
か
っ
た
と
、
お
客
様

に
喜
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　
困
っ
た
時
に
、
お
客
様
か
ら
１

番
に
声
を
掛
け
て
い
た
だ
け
る
営

業
と
な
れ
る
よ
う
、
成
長
し
て
い

き
ま
す
。

社
員
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

株式会社久永
川内オフィス － Information －

Instagram▶
ホーム　
ページ▶

▲�トレーニングセンター研修室
での講習会の様子
　（（株）植村組提供）

▲フリーアドレス化された
　川内オフィスの様子
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